
東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業の見積り合わせ参加

業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令，東京都に対する改善措置

要求等について 

令和元年７月１１日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，東京都が希望制指名競争見積り合わせ（注１）（以下「見積り合わせ」

という。）の方法により発注する東村山浄水場，玉川浄水場，小作浄水場，金町浄水場，

三郷浄水場，朝霞浄水場及び三園浄水場の排水処理施設運転管理作業（注２）（以下「特定

運転管理作業」という。）の見積り合わせ参加業者に対し，本日，後記第１のとおり，

独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 

本件は，特定運転管理作業の見積り合わせ参加業者が，独占禁止法第３条（不当な取

引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたものである。 

また，本件において，東京都の職員が 

・違反行為期間中に発注された特定運転管理作業について，特定の事業者の従業者

に対し，非公表の予定単価（注３）に関する情報を教示していた 

行為が，入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為と認められたため，

東京都知事に対し，本日，後記第２のとおり，同法の規定に基づき，改善措置要求を行っ

た。 

さらに，本件の調査の過程において，後記第２の入札談合等関与行為以外にも，東京

都の職員による 

・違反行為期間前に発注された特定運転管理作業について，特定の事業者の従業者

に対し，非公表の予定単価に関する情報を教示していた 

・入札談合等関与行為が行われた際に同席していた 

・受注者となった事業者の従業者に対し，見積り合わせ後に契約書の様式等の書類

を交付する際に，誤って非公表の予定推定総金額（注４）が記載された書類を含めて

交付した 

行為が認められ，入札談合等関与行為防止法上の問題を生じさせるおそれがあることか

ら，東京都水道局に対し，本日，後記第３のとおり，職員に独占禁止法及び入札談合等

関与行為防止法の趣旨及び内容を周知徹底することなどを申し入れた。 
（注１）「希望制指名競争見積り合わせ」とは，公告により希望申請要件を付して見積り合わせに参加する者を募り，

当該要件を満たす者の中から当該見積り合わせ参加業者を指名して実施する見積り合わせをいう。 

（注２）「排水処理施設運転管理作業」とは，浄水場の浄水処理過程で発生する沈殿物を脱水処理する機械の運転管

理等の作業をいう。 

（注３）「予定単価」とは，東京都が予定価格として設定する契約項目ごとの単価をいう。 

（注４）「予定推定総金額」とは，契約項目ごとの予定単価に作業予定数量を乗じて算出した金額の合計額をいう。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第一審査 

電話 ０３－３５８１－４９６０（直通） 

 ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 

【別添資料①】



第１ 排除措置命令及び課徴金納付命令について 

１ 違反事業者，排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者，課徴金額等 

番

号

違反事業者名 

（法人番号） 
本店の所在地 代表者 

排除措置

命令 
課徴金額 

課徴金減免

制度の適用

１

月島テクノメンテ

サービス株式会社 

（6010001050590）

東京都江東区佐賀一

丁目３番７号 

代表取締役

渡邊 彰彦
○ ６１５３万円 ３０％ 

２

石垣メンテナンス

株式会社 

（5010001036665）

東京都千代田区丸の

内一丁目６番５号 

代表取締役

石垣 真 
○ １２６５万円 ３０％ 

３

日本メンテナスエ

ンジニヤリング株

式会社 

（5120001073004）

大阪市北区同心一丁

目７番１４号 

代表取締役

田伏 重成
○ ― （注８） 

４
水ｉｎｇ株式会社 

（1010801018437）

東京都港区港南一丁

目７番１８号 

代表取締役

中川 哲志
― ― 免除 

合計 ３社 ７４１８万円

（注５）違反事業者名については，以下「株式会社」の記載を省略する。 

（注６）表中の「○」は，排除措置命令の対象事業者であることを示している。 

（注７）表中の「―」は，排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者であることを示している。 

（注８）課徴金減免申請を行った者であるが，独占禁止法第７条の２第１項に規定する売上額（課徴金の算定の基礎

となる売上額）が存在しなかったため，課徴金納付命令の対象とはなっていない。 

２ 違反行為の概要（詳細は別添排除措置命令書参照） 

月島テクノメンテサービス，石垣メンテナンス，日本メンテナスエンジニヤリン

グ及び水ｉｎｇの４社（以下「４社」という。）は，遅くとも平成２６年３月頃以

降，特定運転管理作業について，受注価格の低落防止等を図るため 

⑴ア  浄水場ごとに既存業者（見積り合わせが行われる時点で当該浄水場の排水処

理施設運転管理作業を請け負っている者をいう。）を受注すべき者（以下「受

注予定者」という。）とする 

イ  受注予定者以外の者は，受注予定者が受注できるように協力する 

旨の合意の下に 

⑵ア 受注予定者が提示する見積価格は，受注予定者が定める 

イ 受注予定者以外の者は，受注予定者が連絡した価格以上の見積価格を提示す

る 

などにより，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしていた。 

これにより，４社は，公共の利益に反して，特定運転管理作業の取引分野におけ

る競争を実質的に制限していた。 

３ 排除措置命令の概要 

⑴ 月島テクノメンテサービス，石垣メンテナンス及び日本メンテナスエンジニヤ

リングの３社（以下「３社」という。）は，それぞれ，次の事項を，取締役会に

おいて決議しなければならない。 

ア 前記２の行為を取りやめていることを確認すること。 



イ 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，東京都が発注する浄

水場の排水処理施設運転管理作業について，受注予定者を決定せず，自主的に

受注活動を行うこと。 

⑵ ３社は，それぞれ，前記⑴に基づいて採った措置を，自社を除く２社及び東京

都に通知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ ３社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，東

京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業について，受注予定者を決定

してはならない。 

４ 課徴金納付命令の概要 

月島テクノメンテサービス及び石垣メンテナンスの２社は，令和２年２月１２日

までに，それぞれ前記１の「課徴金額」欄記載の額（合計７４１８万円）を支払わ

なければならない。 

第２ 東京都知事に対する改善措置要求等について 

１ 入札談合等関与行為の概要 

⑴ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係長は，特定運転管理作業のうち金町浄

水場の排水処理施設運転管理作業について，平成２６年度の契約に係る見積り合

わせにおいて，見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し，見積

り合わせ実施日前までに，非公表の予定単価に関する情報を教示していた。 

⑵ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係長（注９）は，特定運転管理作業のうち金

町浄水場の排水処理施設運転管理作業について，平成２７年度の契約に係る見積

り合わせにおいて，見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し，

見積書の提出締切日前までに，非公表の予定単価に関する情報を教示していた。 

⑶ 朝霞浄水管理事務所の技術課排水処理係主任は，特定運転管理作業のうち朝霞

浄水場の排水処理施設運転管理作業について，平成２７年度の契約に係る見積り

合わせにおいて，見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し，見

積書の提出締切日前までに，非公表の予定単価に関する情報を教示していた。 
（注９）前記⑴の排水処理係長が異動した後に，同係長の役職に就いた者。 

２ 関係法条，改善措置要求等 

東京都の職員による前記１の行為は，入札談合等関与行為防止法第２条第５項第

３号（発注に係る秘密情報の漏えい）の規定に該当し，同項に規定する入札談合等

関与行為と認められる。 

よって，公正取引委員会は，東京都知事に対し，入札談合等関与行為防止法第３条

第２項の規定に基づき，今後，前記１と同様の行為が行われないよう，前記１の行

為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講ずるよう求め

た。 

また，東京都知事に対し，この求めに応じて同条第４項の規定に基づき行った調

査の結果及び講じた改善措置の内容について，同条第６項の規定に基づき公表する

とともに公正取引委員会に通知するよう求めた。 

さらに，会計検査院に対し，入札談合等関与行為の排除及び防止に万全を期す観

点から，東京都知事に対して改善措置を講ずるよう求めた旨の通知を行った。 



第３ 東京都水道局に対する申入れについて 

１ 行為の概要 

本件の調査の過程において，前記第２の１の入札談合等関与行為以外にも，東京

都の職員が，次の行為を行っていた事実が認められた。 

⑴ 三郷浄水場の排水処理担当係長は，三郷浄水場の排水処理施設運転管理作業に

ついて，平成２２年度以前のいずれかの契約に係る見積り合わせにおいて，見積

り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し，見積り合わせ実施日前ま

でに，非公表の予定単価に関する情報を教示していた。 

⑵ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係長（注１０）は，金町浄水場の排水処理施

設運転管理作業について，平成２３年度から平成２５年度までの各年度の契約に

係る見積り合わせにおいて，見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者

に対し，見積り合わせ実施日前までに，非公表の予定単価に関する情報を教示し

ていた。 

⑶ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係主任は，金町浄水場の排水処理施設運

転管理作業について，平成２６年度の契約に係る見積り合わせにおいて，同事務

所の技術課排水処理係長（注１０）が，見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の

従業者に対し，見積り合わせ実施日前までに，非公表の予定単価に関する情報を

教示した際に，同席していた。 

⑷ 三園浄水場の課長補佐兼浄水施設係長は，三園浄水場の排水処理施設運転管理

作業について，平成２４年度の契約に係る見積り合わせにおいて，見積り合わせ

参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し，見積り合わせ実施日前までに，非

公表の予定単価に関する情報を教示していた。 

⑸ 経理部契約課の職員は，三園浄水場の排水処理施設運転管理作業について，平

成２９年度の契約に係る見積り合わせにおいて，受注者となった事業者の従業者

に対し，見積り合わせ後に契約書の様式等の書類を交付する際，誤って非公表の

予定推定総金額が記載された書類を含めて交付した。 
（注１０）前記第２の１⑴の排水処理係長と同一人物。 

２ 申入れの概要 

東京都の職員による前記１の行為は，いずれも入札談合等関与行為防止法上の問

題を生じさせるおそれがあるものである。 

よって，公正取引委員会は，東京都水道局に対し，職員に独占禁止法及び入札談

合等関与行為防止法のそれぞれの趣旨及び内容を周知徹底するとともに，見積り合

わせ等の実態について点検し，必要な場合には改善を行うなどの所要の措置を講ず

るよう申し入れた。 



三園浄水場

金町浄水管理事務所

特定運転管理作業について
・浄水場ごとに既存業者を受注予定者とする
・受注予定者以外の者は，受注予定者が受注できる
ように協力する

合
意

実
施
方
法

特定運転管理作業の取引分野における競争を実質的に制限

・受注予定者が提示する見積価格は，受注予定
者が定める

・受注予定者以外の者は，受注予定者が連絡し
た価格以上の見積価格を提示する

参考１ 本件の概要
特定運転管理作業とは…東京都が希望制指名競争見積り合わせの方法により発注する東村山浄水場，玉川浄水場，小作浄水場，金町浄水場，

三郷浄水場，朝霞浄水場及び三園浄水場の排水処理施設運転管理作業

月島テクノ
メンテサービス

石垣
メンテナンス

日本メンテナス
エンジニヤリング水ｉｎｇ

違反行為の概要 東京都職員による入札談合等関与行為等

係長

平成23～25年度金町の
予定単価に関する情報

平成26年度金町の
予定単価に関する情報 主任

係長の の教示の
際に同席

１

２

３

係長
平成27年度金町の

予定単価に関する情報
２

１

主任平成27年度朝霞の
予定単価に関する情報
３

平成24年度三園の
予定単価に関する情報
４

課長補佐兼係長

平成29年度三園の契約書の様式等の
書類を交付する際，誤って，予定推定総
金額が記載された書類を含めて交付

５

教示

教示

朝霞浄水管理事務所

水道局経理部契約課

※2

※2 ～ は東京都知事に対する改善措置要求の対象となった入札談合等関与行為
～ は東京都水道局に対する申入れの対象となった行為

１ ３
1 ５

水ｉｎｇの
従業者

石垣メンテナ
ンスの従業者

月島テクノメ
ンテサービス
の従業者

実
施
状
況

４社は，特定運転管理作業のほとんど全てを受
注していた。

月島テクノメ
ンテサービス

(東村山,小作,三郷,三園
浄水場の既存業者)

(朝霞,玉川浄水場の
既存業者)

(金町浄水場の
既存業者)

(既存業者
ではない)

※1

※1 遅くとも平成26年3月頃以降

翌年度契約の見積価格
の参考とした

予定単価…東京都が予定価格として設定する契約項目ごとの単価。非公表。
予定推定総金額…契約項目ごとの予定単価に作業予定数量を乗じて算出した金額の

合計額。非公表。

三郷浄水場

平成22年度以前のいず
れかの三郷の予定単価
に関する情報

1

係長

教示

交付



２ 過去の入札談合等関与行為防止法適用事例 

適 用 事 例 内 容 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構が発注する北陸新幹線融雪・消雪

基地機械設備工事における事例 

（平成２６年３月１９日， 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構理事長に対し改善措置要求）

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の職員

（鉄道建設本部東京支社の設備部長，設備部機械第三課長

及び同部機械第二課副参事）は，北陸新幹線融雪・消雪基

地機械設備工事のうち複数の物件について，これらの入札

に参加していた事業者のうち特定の事業者の従業者に対

し，各物件における入札前までに，未公表の予定価格に関

する情報を教示していた。 

国土交通省が発注する一般土木工事に

おける事例 

（平成２４年１０月１７日， 

国土交通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員（土佐国道事務所の副所長及び高知河

川国道事務所の副所長）は，土佐国道事務所及び高知河川

国道事務所が総合評価落札方式によって発注する特定一

般土木工事について，特定の事業者の役員からの求めに応

じ，当該工事の入札書の提出締切日前までに，入札参加業

者の名称，入札参加業者の評価点，予定価格等の未公表情

報を教示していた。 

茨城県が発注する土木一式工事及び舗

装工事における事例 

（平成２３年８月４日， 

茨城県知事に対し改善措置要求） 

茨城県の職員（境土地改良事務所の工務課長）は，境土

地改良事務所発注の特定土木一式工事について，同事務所

の所長の承認の下，各工事の落札予定者を決定し，当該工

事の入札前に，落札予定者についての意向を，建設業協会

の境支部の支部長に伝達していた。 

また，茨城県の職員（境工事事務所の所長）は，特定の

事業者からの要望を受け，境工事事務所発注の特定舗装工

事について，当該工事の入札参加業者があらかじめ定めら

れた順番のとおり受注できるようにするため，発注工事及

び指名業者の選定に係る業務を担当する同事務所の道路

管理課長及び道路整備課長に指示して，当該順番を考慮し

た発注工事及び指名業者の選定を行わせていた。 

青森市が発注する土木一式工事におけ

る事例 

（平成２２年４月２２日， 

青森市長に対し改善措置要求） 

青森市特別理事の職にあった者は，青森市発注の特定土

木一式工事について，特定の事業者の役員から提示された

受注予定者を円滑に決定するための組合せ案に従い，青森

市契約課に対し指名業者の組合せを指示していた。 

防衛省航空自衛隊が発注する什器類の

納入における事例 

（平成２２年３月３０日， 

防衛大臣に対し改善措置要求） 

防衛省の職員は，防衛省航空自衛隊が第一補給処におい

て発注する什器類について，当該什器類の入札前に納入予

定メーカーについての意向を納入予定メーカーに示し，こ

れにより，入札参加業者に入札談合を行わせていた。 

国土交通省が発注する車両管理業務に

おける事例 

（平成２１年６月２３日， 

国土交通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員は，特定の事業者に対し，毎年，車両

管理業務の指名競争入札に係る指名通知がなされる前に，

未公表情報である当該入札に係る指名業者の名称又は当

該入札の実施を予定する事務所等の名称等を教示してい

た。 



適 用 事 例 内 容 

札幌市が発注する下水処理施設に係る

特定電気設備工事における事例 

（平成２０年１０月２９日， 

札幌市長に対し改善措置要求） 

札幌市の職員は，同市発注の下水処理施設に係る特定電

気設備工事のほとんど全てについて，当該工事の入札前に

落札予定者についての意向を落札予定者に示し，これによ

り，入札参加業者に入札談合を行わせていた。 

国土交通省が発注する水門設備工事に

おける事例 

（平成１９年３月８日， 

国土交通大臣に対し改善措置要求） 

国土交通省の職員は，水門設備工事について，工事の発

注前に，当該工事の落札予定者についての意向を，事業者

間の調整を円滑に行うための「世話役」等と称する事業者

に示すなどしていた。 

日本道路公団が発注する鋼橋上部工工

事における事例 

（平成１７年９月２９日， 

日本道路公団総裁に対し改善措置要

求） 

日本道路公団役員は，鋼橋上部工工事について，①同公

団の退職者から競争入札の落札予定者を選定した｢割付

表｣の提示を受け，その都度，その内容について承認する

等し，②同公団の退職者からの要請を受け，当初一括発注

が予定されていた工事の分割発注を実施させる等し，③同

公団の退職者からの要請を受け，工事の発注基準を従来の

１５億円以上から１０億円以上に引き下げさせていた。こ

れらの行為は，同公団の退職者の再就職先を確保する目的

をもって行われたものであり，全体として単に入札談合を

黙認・追認していたにとどまらず，事業者に入札談合を行

わせたものと認められた。 

また，同公団職員は，発注予定時期などの未公表情報の

教示を行っていた。 

新潟市が発注する建設工事における事

例 

（平成１６年７月２８日， 

新潟市長に対し改善措置要求） 

新潟市の職員は，同市が発注する建設工事の受注予定者

として入札参加業者間で決定された者からの求めに応じ

て，継続的に，秘密として管理されている建設工事の設計

金額を入札執行前に教示するなどしていた。 

岩見沢市が発注する建設工事における

事例 

（平成１５年１月３０日， 

岩見沢市長に対し改善措置要求） 

岩見沢市の職員は，同市が発注する建設工事について，

反復，継続して，落札予定者を選定し，落札予定者の名称

及び工事の設計金額等を業界団体の役員等に教示するな

どしていた。 



３ 最近の受注調整（官公需）事件 

件   名 

措置年月日
内 容

平成３０年（措）第１４号～第１６号

宮城県大崎市及び大崎市土地開発公社

又は宮城県が発注する建設関連業務の

入札等の参加業者に対する件 

平成３０年７月２６日 

宮城県大崎市等発注の建設関連業務の入札参加業

者が，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できる

ようにしていた。（第１４号） 

宮城県北部土木事務所発注の建設関連業務の入札

等の参加業者が，受注予定者を決定し，受注予定者が

受注できるようにしていた。（第１５号） 

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所発注の建設

関連業務の入札参加業者が，受注予定者を決定し，受

注予定者が受注できるようにしていた。（第１６号）

平成３０年（措）第９号～第１１号 

東京都，東京港埠頭株式会社又は成田

国際空港株式会社が発注する舗装工事

の工事業者に対する件 

平成３０年３月２８日 

東京都発注の二層式低騒音舗装工事の工事業者が，

受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるように

していた。（第９号） 

東京港埠頭株式会社発注の舗装工事の工事業者が，

受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるように

していた。（第１０号） 

成田国際空港株式会社発注の舗装工事の工事業者

が，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるよ

うにしていた。（第１１号） 

平成２９年（措）第８号及び第９号 

東京都が発注する個人防護具の入札参

加業者らに対する件 

平成２９年１２月１２日 

東京都発注（平成２６年度）の個人防護具の入札参

加業者らが，受注予定者，受注予定者の入札価格及び

受注予定者が当該価格で受注できるようにする旨を

合意していた。（第８号） 

東京都発注（平成２７年度）の個人防護具の入札参

加業者らが，受注予定者，受注予定者の入札価格及び

受注予定者が当該価格で受注できるようにする旨を

合意していた。（第９号） 

平成２９年（措）第５号 

防衛装備庁が発注するビニロン又は難

燃ビニロンを材料として使用する繊維

製品の入札参加業者に対する件 

平成２９年３月１０日 

防衛装備庁発注のビニロン製品の入札参加業者が，

受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるように

していた。 

平成２９年（措）第４号 

地方公共団体等が宮城県又は福島県の

区域を施工場所として発注する施設園

芸用施設の建設工事の工事業者に対す

る件 

平成２９年２月１６日 

地方公共団体等発注の施設園芸用施設工事の工事

業者が，受注予定者を決定し，受注予定者が受注でき

るようにしていた。 

平成２９年（措）第１号 

消防救急デジタル無線機器の製造販売

業者に対する件 

平成２９年２月２日 

市町村等発注の消防救急デジタル無線機器の製造

販売業者が，納入予定メーカーを決定し，納入予定メ

ーカー以外の者は，納入予定メーカーが納入できるよ

うに協力する旨を合意していた。 



４ 参照条文 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（抄） 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑤ （略） 

⑥ この法律において「不当な取引制限」とは，事業者が，契約，協定その他何らの名義をもつ

てするかを問わず，他の事業者と共同して対価を決定し，維持し，若しくは引き上げ，又は数

量，技術，製品，設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し，又は

遂行することにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競争を実質的に制限する

ことをいう。 

⑦～⑨ （略） 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第三条 事業者は，私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

〔排除措置〕 

第七条 （略） 

② 公正取引委員会は，第三条〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕又は前条の規定に違反す

る行為が既になくなつている場合においても，特に必要があると認めるときは，第八章第二節

〔手続〕に規定する手続に従い，次に掲げる者に対し，当該行為が既になくなつている旨の周

知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。

ただし，当該行為がなくなつた日から五年を経過したときは，この限りでない。 

 一 当該行為をした事業者 

 二～四 （略） 

〔課徴金〕 

第七条の二 事業者が，不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的

協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは，公正取引委員会

は，第八章第二節〔手続〕に規定する手続に従い，当該事業者に対し，当該行為の実行として

の事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間（当該期

間が三年を超えるときは，当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三

年間とする。以下「実行期間」という。）における当該商品又は役務の政令で定める方法によ

り算定した売上額（当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は，当

該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額）に百分の十（小売業については百

分の三，卸売業については百分の二とする。）を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に

納付することを命じなければならない。ただし，その額が百万円未満であるときは，その納付

を命ずることができない。 

一 商品又は役務の対価に係るもの 

二 （略） 

②～㉗ （略） 



○ 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に

関する法律（平成十四年法律第百一号）（抄） 

（定義）

第二条 （略） 

２～４ （略） 

５ この法律において「入札談合等関与行為」とは，国若しくは地方公共団体の職員又は特定法

人の役員若しくは職員（以下「職員」という。）が入札談合等に関与する行為であって，次の

各号のいずれかに該当するものをいう。 

一・二（略） 

三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの

者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを，特

定の者に対して教示し，又は示唆すること。 

四（略） 

（各省各庁の長等に対する改善措置の要求等） 

第三条 （略） 

２ 公正取引委員会は，入札談合等の事件についての調査の結果，当該入札談合等につき入札談

合等関与行為があったと認めるときは，当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合に

おいても，特に必要があると認めるときは，各省各庁の長等に対し，当該入札談合等関与行為

が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。 

３ （略） 

４ 各省各庁の長等は，第一項又は第二項の規定による求めを受けたときは，必要な調査を行い，

当該入札談合等関与行為があり，又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなった

ときは，当該調査の結果に基づいて，当該入札談合等関与行為を排除し，又は当該入札談合等

関与行為が排除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。 

５ （略） 

６ 各省各庁の長等は，第四項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表

するとともに，公正取引委員会に通知しなければならない。 

７ （略） 



５ 課徴金制度の概要

(1) 課徴金納付命令 

 公正取引委員会は，事業者がカルテル・談合をした場合，当該事業者に対して，課徴金を国

庫に納付することを命ずる（第７条の２第１項）。 

（注）カルテル・談合をした法人が課徴金納付命令を受ける前に合併により消滅した場合は，合併後存続

し，又は合併により設立された法人に課徴金の納付を命ずる（第７条の２第２４項）。また，課徴金

納付命令を受ける前に，カルテル・談合をした法人が調査開始日以後において子会社等に対してカル

テル・談合の対象となった事業の全部を譲渡し，又は当該法人が調査開始日以後において子会社等に

対して分割によりカルテル・談合の対象となった事業の全部を承継させ，かつ，合併以外の事由によ

り消滅した場合は，当該子会社等に課徴金の納付を命ずる（第７条の２第２５項）。 

(2) 課徴金額の計算 

ア カルテル・談合の実行期間中（最長３年間）の対象商品又は役務の売上額を基に，事業者

の規模や業種ごとに定められた課徴金算定率を乗じて計算する。 

           ＝               ×     

（注）課徴金額が１００万円未満であるときは，課徴金の納付は命ずることができない（第７条の２第１

項ただし書）。また，課徴金額に１万円未満の端数があるときは，切捨てとなる（第７条の２第２３

項）。 

イ 課徴金算定率 

大企業 中小企業 

違

反

対

象

事

業

小売業・ 

卸売業以外
10％

早期解消 8％

4％

早期解消 3.2％

再度の違反 15％ 再度の違反 6％

主導的役割 15％ 主導的役割 6％

再度＋主導 20％ 再度＋主導 8％

小売業 3％

早期解消 2.4％

1.2％

早期解消 1％

再度の違反 4.5％ 再度の違反 1.8％

主導的役割 4.5％ 主導的役割 1.8％

再度＋主導 6％ 再度＋主導 2.4％

卸売業 2％

早期解消 1.6％

1％

早期解消 0.8％

再度の違反 3％ 再度の違反 1.5％

主導的役割 3％ 主導的役割 1.5％

再度＋主導 4％ 再度＋主導 2％

（注）１ 「早期解消」の課徴金算定率は，調査開始日の１月前の日までに違反行為をやめ，かつ，違反

行為に係る実行期間が２年未満である事業者に対して適用される。ただし，当該事業者が「再度

の違反」又は「主導的役割」の適用を受ける事業者である場合には適用されない（第７条の２第

６項）。 

２ 「再度の違反」の課徴金算定率は，調査開始日から遡り１０年以内に課徴金納付命令（当該命

令が確定している場合に限る。）等を受けた事業者に対して適用される（第７条の２第７項）。 

３ 「主導的役割」の課徴金算定率は，単独で又は共同して，①違反行為をすることを企て，かつ，

他の事業者に対し違反行為をすること又はやめないことを要求し，依頼し，又は唆すことにより，

当該違反行為をさせ，又はやめさせなかった事業者，②他の事業者の求めに応じて，継続的に他

の事業者に対し違反行為に係る商品・役務に係る対価，供給量，購入量，市場占有率又は取引の

相手方について指定した事業者等に対して適用される（第７条の２第８項）。 

４ 「再度＋主導」の課徴金算定率は，「再度の違反」及び「主導的役割」のいずれにも該当する

事業者に対して適用される（第７条の２第９項）。 

課徴金額 
カルテル・談合の実行期間中の 

対象商品又は役務の売上額 
課徴金算定率 



５ 違反事業者が，同一事件について，罰金の刑に処する確定裁判を受けたときは，課徴金額（課

     徴金減免制度の適用を受ける場合は，減額後の課徴金額）から，罰金額の２分の１に相当する金

     額が控除される（第７条の２第１９項）。ただし，課徴金額が罰金額の２分の１に相当する金額

     を超えないとき，又は課徴金額から罰金額の２分の１に相当する金額を控除した後の金額が 

     １００万円未満であるときは，課徴金の納付は命ずることができない（第７条の２第２０項）。 

(3) 課徴金減免制度 

 事業者が自ら関与したカルテル・談合について，その内容を公正取引委員会に自主的に報

告した場合，課徴金額が減免される（第７条の２第１０項～第１３項）。 

課徴金減免申請順位 減免率

調査開始日前の１番目の申請者 課徴金納付を免除 

調査開始日前の２番目の申請者 課徴金額を５０％減額 

調査開始日前の３番目の申請者 課徴金額を３０％減額 

調査開始日前の４・５番目の申請者 課徴金額を３０％減額 

調査開始日以後の申請者 課徴金額を３０％減額 

（注）１ 課徴金減免制度は，調査開始日前と調査開始日以後とで合わせて最大５社（ただし，調査開始

日以後は最大３社まで）に適用される。 

２ 一定の要件を満たす場合は，同一企業グループ内の複数の事業者による共同の報告が認められ，

共同の報告を行った全ての事業者に同一順位が割り当てられる（第７条の２第１３項・第１４項）。 

３ 課徴金納付命令等がなされるまでの間に，公正取引委員会に求められた追加の違反行為に係る

事実の報告等に応じないとき等においては，課徴金の減免を受けることはできない（第７条の２

第１６項・第１７項）。 



１ 

令和元年（措）第４号 

排 除 措 置 命 令 書 

東京都江東区佐賀一丁目３番７号 

 月島テクノメンテサービス株式会社 

  同代表者 代表取締役 渡 邊 彰 彦 

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 

 石垣メンテナンス株式会社 

  同代表者 代表取締役 石 垣   真 

大阪市北区同心一丁目７番１４号 

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 

 同代表者 代表取締役 田 伏 重 成 

公正取引委員会は，上記の者らに対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（以下「独占禁止法」という。）第７条第２項の規定に基づき，次のとお

り命令する。 

なお，理由及び別紙１中の用語のうち，別紙２「用語」欄に掲げるものの定義は，

別紙２「定義」欄に記載のとおりである。 

主    文 

１ 月島テクノメンテサービス株式会社，石垣メンテナンス

株式会社及び日本メンテナスエンジニヤリング株式会社の

３社（以下「３社」という。）は，それぞれ，次の事項を，

取締役会において決議しなければならない。 

(1) 別紙１記載の作業（以下「特定運転管理作業」という。）

について，３社及び水ｉｎｇ株式会社（以下「水ｉｎｇ」

という。）の４社（以下「４社」という。）が，遅くと

も平成２６年３月頃以降共同して行っていた，受注すべ

き者（以下「受注予定者」という。）を決定し，受注予

定者が受注できるようにする行為を取りやめていること

（案） 別添
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を確認すること。 

(2) 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，

東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業に

ついて，受注予定者を決定せず，自主的に受注活動を行

うこと。 

２ ３社は，それぞれ，前項に基づいて採った措置を，自社

を除く２社及び東京都に通知し，かつ，自社の従業員に周

知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の

方法については，あらかじめ，公正取引委員会の承認を受

けなければならない。 

３ ３社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の

事業者と共同して，東京都が発注する浄水場の排水処理施

設運転管理作業について，受注予定者を決定してはならな

い。 

４ ３社は，それぞれ，第１項及び第２項に基づいて採った

措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 

理    由 

第１ 事実 

１  関連事実 

(1) 名宛人等の概要 

ア ３社は，それぞれ，肩書地に本店を置き，浄水場の排水処理施設運転管

理作業を請け負っていた者である。 

イ 名宛人以外の水ｉｎｇは，東京都港区港南一丁目７番１８号に本店を置

き，浄水場の排水処理施設運転管理作業を請け負っていた者である。 

(2) 特定運転管理作業の発注方法等 

ア 東京都は，特定運転管理作業について，毎年度，契約期間を１年とする

複数単価契約として希望制指名競争見積り合わせの方法により発注してい

た。 

イ 東京都は，特定運転管理作業について，最も低い見積価格を提示した参

加業者を契約交渉の相手方とし，当該参加業者が提示した全ての見積単価

が予定単価以下である場合には，当該見積単価で単価を決定し，当該参加
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業者を受注者として，契約を締結していた。 

  また，東京都は，当該参加業者が提示した見積単価のうち，予定単価を

超えている見積単価がある場合には，当該参加業者との間で，予定単価を

超えている見積単価について交渉を行った上で，予定単価以下で単価を決

定し，当該参加業者を受注者として，契約を締結していた。 

ウ 遅くとも平成２６年３月頃以降，特定運転管理作業の希望制指名競争見

積り合わせには，４社のみが参加していた。 

２ 合意及び実施方法 

４社は，遅くとも平成２６年３月頃以降，特定運転管理作業について，受注

価格の低落防止等を図るため 

(1)ア 浄水場ごとに既存業者（見積り合わせが行われる時点で当該浄水場の排

水処理施設運転管理作業を請け負っている者をいう。）を受注予定者とす

る 

イ 受注予定者以外の者は，受注予定者が受注できるように協力する 

旨の合意の下に 

(2)ア 受注予定者が提示する見積価格は，受注予定者が定める 

イ 受注予定者以外の者は，受注予定者が連絡した価格以上の見積価格を提

示する 

などにより，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしていた。 

３ 実施状況 

４社は，前記２により，特定運転管理作業のほとんど全てを受注していた。 

４  前記２の行為の取りやめ 

平成３０年１０月３０日，本件について，公正取引委員会が独占禁止法第４

７条第１項第４号の規定に基づく立入検査を行ったところ，同日以降，前記２

の合意に基づき受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする行為

は取りやめられている。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，４社は，共同して，特定運転管理作業について，受注予

定者を決定し，受注予定者が受注できるようにすることにより，公共の利益に

反して，特定運転管理作業の取引分野における競争を実質的に制限していたも

のであって，この行為は，独占禁止法第２条第６項に規定する不当な取引制限

に該当し，独占禁止法第３条の規定に違反するものである。 
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また，前記の違反行為は既になくなっているが，３社については，いずれも，

独占禁止法第７条第２項第１号に該当する者であり，違反行為が長期間にわ

たって行われていたこと，違反行為の取りやめが公正取引委員会の立入検査を

契機としたものであること等の諸事情を総合的に勘案すれば，特に排除措置を

命ずる必要があると認められる。 

よって，３社に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき，主文のとお

り命令する。 

令和元年７月１１日 

公 正 取 引 委 員 会 

委員長 杉  本  和  行 

委 員 山  本  和  史 

委 員 三  村  晶  子 

委 員 青  木  玲  子 

委 員 小  島  吉  晴



別紙１ 

東京都が希望制指名競争見積り合わせの方法により発注する東村山浄水場，玉川

浄水場，小作浄水場，金町浄水場，三郷浄水場，朝霞浄水場及び三園浄水場の排水

処理施設運転管理作業 



別紙２ 

番号 用語 定義 

１ 
希望制指名競争見積り

合わせ 

公告により希望申請要件を付して見積り合わせに参

加する者を募り，当該要件を満たす者の中から当該見積

り合わせ参加業者を指名して実施する見積り合わせ 

２ 複数単価契約 

浄水場の排水処理施設運転管理作業について，複数の

作業内容に分けて契約項目を設定し，契約項目ごとに単

価を設定する契約 

３ 見積価格 
後記番号４の見積単価に作業予定数量を乗じて算出

した契約項目ごとの価格の合計額 

４ 見積単価 
見積り合わせ参加業者が設定する契約項目ごとの単

価 

５ 予定単価 
東京都が予定価格として設定する契約項目ごとの単

価 


